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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標の推移につきましては記載

しておりません。 

 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第70期

第３四半期 
連結累計期間 

第71期
第３四半期 
連結累計期間 

第70期
第３四半期 

連結会計期間 

第71期 
第３四半期 
連結会計期間 

第70期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（百万円）  354,061  358,406  131,195  136,153  452,453

経常利益（百万円）  6,008  4,978  5,725  5,095  3,290

四半期（当期）純利益（百万円）  4,074  6,073  4,849  3,700  1,292

純資産額（百万円） － －  121,166  122,298  119,855

総資産額（百万円） － －  227,965  221,812  217,457

１株当たり純資産額（円） － －  491.16  504.52  485.85

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 16.61  24.85  19.77  15.22  5.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 16.60  24.83  19.75  15.21  5.27

自己資本比率（％） － －  52.86  54.81  54.81

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 3,269  △10,882 － －  21,000

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △3,287  2,642 － －  △3,864

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △2,173  △11,015 － －  △3,061

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  23,663  20,630  39,990

従業員数（人） － －  6,000  5,921  5,963
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

     当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であったワールドキッチン㈱は清算したため子会社ではなくなり

  ました。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）  従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からの当社グループへの出

向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー等）は、当第３四半期連結会計期間の平均

人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー等）は、当第３四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 5,921  (7,281)

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 2,388  (1,468)
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(1）生産実績 

 当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺処理しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある

新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変

更はありません。  

  

   

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

    前年同四半期比（％） 

加工食品事業本部（百万円）  34,116  －

食肉事業本部（百万円）  25,653  －

  報告セグメント計（百万円）   59,770  －

その他（百万円）  710  －

合計（百万円）  60,480  －

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％）

加工食品事業本部（百万円）  73,213  －

食肉事業本部（百万円）  62,766  －

  報告セグメント計（百万円）   135,980  －

その他（百万円）  173  －

合計（百万円）  136,153  －

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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（１）業績等の概要 

当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、金融危機からいち早く立ち直った中国をはじめとする新興国等が

世界経済を下支えする中で、一連の財政出動や消費刺激策が奏功し一部の業界では業績の回復が顕著となりまし

たが、全般的にはデフレ状況からの脱却が見通せないことや円高による空洞化が懸念されることなど、景気の先

行き不透明感は深まる状況となりました。 

当業界におきましても、お客様のニーズをしっかり掴んだ商品は高価格でも売れ始めている反面、市場の低価

格志向も依然として根強く、販売価格が下落基調で推移する厳しい事業環境が続いております。 

このような状況下、当社グループは、“アジアの中で最も信頼される食肉加工メーカーになる”という経営ビ

ジョンのもと、「コンプライアンス体制のさらなる充実」、「お客様目線での商品開発を伴うマーケティング力

の強化」、「国内外の生産基地配置の見直しを含む構造改革の推進」、「人材の育成」を基本方針に掲げ、さら

なるブランド力の強化とコスト競争力の強化に向けて取り組んでおります。 

当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は、デフレの継続や個人消費が伸び悩む中で販売数

量の拡大に注力し、ハム・ソーセージが前年同四半期比0.2％増、食肉が同6.7％増、調理加工食品ほかが同

2.1％増となった結果、全体としては前年同四半期より49億５千８百万円増加して1,361億５千３百万円（前年同

四半期比3.8％増）となりました。売上総利益につきましては、販売競争の激化やソーセージ原料の高騰等によ

り、前年同四半期より５億２千１百万円減少して310億６百万円（前年同四半期比1.7％減）となりました。営業

利益は、前年同四半期に比べ７億６千万円減少して43億１千９百万円（前年同四半期比15.0％減）、経常利益

は、６億３千万円減少して50億９千５百万円（前年同四半期比11.0％減）となりました。また、特別損失に豪州

における肉牛肥育事業からの撤退に伴う事業整理損失７億３千２百万円を計上した結果、四半期純利益は、前年

同四半期より11億４千９百万円減少して37億円（前年同四半期比23.7％減）となりました。 

 報告セグメント別の内訳につきましては、加工食品事業本部は、外部売上高732億１千３百万円、営業利益40

億３千２百万円、食肉事業本部は、外部売上高627億６千６百万円、営業利益15億９千８百万円となりました。 

      

（２）財政状態の分析  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて43億５千４百万円増加し、2,218

億１千２百万円となりました。これは主として、季節要因による売上債権の増加、現金及び預金の減少並びに遊

休不動産の処分や事業整理による有形固定資産の減少等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて19億１千１百万円増加し、995億１千３百万円となりました。これは主と

して、仕入債務等の増加と借入金の減少によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて24億４千２百万円増加し、1,222億９千８百万円となりました。これは

主として、利益剰余金の増加、自己株式の取得並びにその他有価証券評価差額金の減少等によるものでありま

す。 

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（３）キャッシュ・フローの状況  

   当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、第２四半期連

結会計期間末に比べ146億４千８百万円減少し、206億３千万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果、支出した資金は81億６千３百万円（前年同四半期は51億３千６百万円の支出）となりまし

た。これは主に売上債権の増加285億４千１百万円の減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益の増

加43億６千９百万円、仕入債務の増加29億２千８百万円、たな卸資産の減少78億９千６百万円、並びに非資金項

目の減価償却費15億５千１百万円の増加要因があったことによるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動により得られた資金は20億４千万円（前年同四半期は６億１百万円の支出）となりました。これは主

に不動産等有形固定資産の売却による収入24億４千９百万円及び投資有価証券の売却による収入２億６千９百万

円があった一方で、既設工場の設備更新等有形固定資産の取得による支出７億７千２百万円があったことによる

ものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果、支出した資金は85億１千６百万円（前年同四半期は11億５百万円の支出）となりました。こ

れは主に借入金の純減少による支出76億７千４百万円及び自己株式の取得による支出７億３千７百万円があった

ことによるものであります。 

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

   当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

   

（５）研究開発活動  

   当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、２億３千６百万円でありま

す。 

   なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった次の設備の売却が完了しており

ます。 

  

第３【設備の状況】

会社名 
事業所名 

（所在地） 

 セグメント 

  の名称 
設備の内容 

帳簿価額 

（百万円） 
完了年月 

ROCKDALE BEEF 

PTY.LTD. 

ロックデール牧場 
(豪州ニューサウス

ウェールズ州） 

食肉事業本部 食肉製造設備  2,237 平成22年９月 
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  （注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 

     発行された株式数は含まれておりません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  342,013,000

計  342,013,000

種類 
第３四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成22年12月31日） 
提出日現在発行数（株）
（平成23年２月14日） 

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名 

内容

普通株式  247,482,533  247,482,533

㈱東京証券取引所 

（市場第一部） 

㈱大阪証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数

1,000株 

計  247,482,533  247,482,533 － － 

2011/02/15 19:11:4710704191_第３四半期報告書_20110215191140

- 7 -



 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。  

①第１回新株予約権  

平成20年６月26日定時株主総会決議並びに平成20年７月11日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。 

２．当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす

る。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株

式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割

当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調

整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。  

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる

場合は、これを切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。  

４．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪

失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②上記①に係らず、新株予約権者が平成49年７月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、

平成49年８月１日から平成50年７月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による

新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。 

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるところによる。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個） 55（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 55,000（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月１日 

至 平成50年７月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格     566 

   資本組入額    283（注）３ 

新株予約権の行使の条件                   （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

 の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項          － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               （注）５ 
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５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイから

ホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交

付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株

式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権

の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただ

し、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再

編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

ホ 新株予約権を行使することができる期間 

上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再

編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約

権を行使することができる期間の満了日までとする。 

へ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

ト 新株予約権の行使の条件 

上記４．に準じて決定する。 

チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

下記６．に準じて決定する。 

６. 新株予約権の取得事由及び条件 

①当社は、新株予約権者が上記４．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなっ

た場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。 
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     ②第２回新株予約権  

平成20年６月26日定時株主総会決議及び平成21年７月17日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。 

２．当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす

る。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株

式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割

当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調

整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。  

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる

場合は、これを切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。  

４．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪

失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②上記①に係らず、新株予約権者が平成50年８月３日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、

平成50年８月４日から平成51年８月３日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による

新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。 

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるところによる。  

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個） 80（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 80,000（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年８月４日 

至 平成51年８月３日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格     299 

   資本組入額    150（注）３ 

新株予約権の行使の条件                   （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

 の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項          － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               （注）５ 
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５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイから

ホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交

付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株

式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権

の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただ

し、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再

編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

ホ 新株予約権を行使することができる期間 

上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再

編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約

権を行使することができる期間の満了日までとする。 

へ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

ト 新株予約権の行使の条件 

上記４．に準じて決定する。 

チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

下記６．に準じて決定する。 

６. 新株予約権の取得事由及び条件 

①当社は、新株予約権者が上記４．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなっ

た場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。 
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     ③第３回新株予約権  

平成20年６月26日定時株主総会決議及び平成22年７月16日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。 

２．当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとす

る。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、株

式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割

当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調

整により生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。  

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる

場合は、これを切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。  

４．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員（取締役を兼務するものを含まない）のいずれかの地位を喪

失した日又は執行役員が取締役に就任した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②上記①に係らず、新株予約権者が平成51年８月２日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、

平成51年８月３日から平成52年８月２日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。 

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による

新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。 

④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割

当契約」に定めるところによる。  

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個） 90（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 90,000（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １ 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年８月３日 

至 平成52年８月２日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格     304 

   資本組入額    152（注）３ 

新株予約権の行使の条件                   （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

 の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項          － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               （注）５ 
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５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイから

ホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交

付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株

式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権

の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただ

し、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再

編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

ホ 新株予約権を行使することができる期間 

上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再

編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記＜新株予約権の行使期間＞に定める募集新株予約

権を行使することができる期間の満了日までとする。 

へ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

ト 新株予約権の行使の条件 

上記４．に準じて決定する。 

チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

下記６．に準じて決定する。 

６. 新株予約権の取得事由及び条件 

①当社は、新株予約権者が上記４．の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなっ

た場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。 
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

      当第３四半期会計期間において、株式会社みずほコーポレート銀行及び共同保有者であるみずほ信託銀行株

式会社、みずほ投信投資顧問株式会社より平成22年11月８日付で提出された大量保有報告書の変更報告書№２

により平成22年10月29日現在でそれぞれ以下のとおり株券等を保有している旨の報告を受けておりますが、株

主名簿の記載内容が確認できないため、当社として当第３四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確

認ができておりません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成22年10月１日～ 

平成22年12月31日 
 －  247,482,533  －  28,427  －  30,033

（６）【大株主の状況】

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

株券等保有割合 

（％） 

 株式会社みずほコーポレート銀行  東京都千代田区丸の内１丁目３－３        6,303,750      2.55

 みずほ信託銀行株式会社  東京都中央区八重洲１丁目２－１     10,272,000      4.15

 みずほ投信投資顧問株式会社  東京都港区三田３丁目５－27       381,000      0.15

        計          －     16,956,750      6.85
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

  

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の

数１個）あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式

の中に含めております。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     3,996,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   242,928,000  242,928 － 

単元未満株式 普通株式        558,533 － 
１単元（1,000株） 

未満の株式 

発行済株式総数  247,482,533 － － 

総株主の議決権 －  242,928 － 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所
有株式数
（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

伊藤ハム株式会社  
神戸市灘区備後町３丁目

２－１ 
 3,995,000  －  3,995,000  1.61

アンズコフーズ株式会社 
東京都港区西新橋３丁目

16－11  
 1,000  －  1,000  0.00

計 －  3,996,000  －  3,996,000  1.61

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円）  356  344  336  337  324  300  282  274  296

最低（円）  337  303  301  316  292  280  255  252  270

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成22

年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

 なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任あずさ監査法人とな

っております。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,951 40,311

受取手形及び売掛金 ※3  73,955 42,808

商品及び製品 20,487 20,703

仕掛品 253 348

原材料及び貯蔵品 15,370 16,675

その他 3,878 3,069

貸倒引当金 △389 △223

流動資産合計 134,506 123,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  18,044 ※1  19,763

機械装置及び運搬具（純額） ※1  12,797 ※1  14,645

工具、器具及び備品（純額） ※1  695 ※1  737

土地 17,882 18,721

リース資産（純額） ※1  1,435 ※1  1,214

建設仮勘定 1,089 1,312

有形固定資産合計 51,944 56,394

無形固定資産   

その他 1,241 1,260

無形固定資産合計 1,241 1,260

投資その他の資産   

投資有価証券 20,759 23,115

その他 14,325 13,946

貸倒引当金 △966 △952

投資その他の資産合計 34,118 36,108

固定資産合計 87,305 93,762

資産合計 221,812 217,457
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,008 38,884

短期借入金 1,257 6,507

未払法人税等 965 1,187

賞与引当金 1,437 2,512

資産除去債務 4 －

その他 19,916 24,384

流動負債合計 70,590 73,477

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 11,244 6,351

退職給付引当金 165 301

債務保証損失引当金 406 406

資産除去債務 761 －

負ののれん 15 20

その他 6,329 7,043

固定負債合計 28,922 24,124

負債合計 99,513 97,601

純資産の部   

株主資本   

資本金 28,427 28,427

資本剰余金 30,042 30,038

利益剰余金 65,373 60,036

自己株式 △2,133 △805

株主資本合計 121,710 117,696

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,095 2,978

繰延ヘッジ損益 △176 151

為替換算調整勘定 △2,059 △1,637

評価・換算差額等合計 △140 1,492

新株予約権 82 81

少数株主持分 647 586

純資産合計 122,298 119,855

負債純資産合計 221,812 217,457
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 354,061 358,406

売上原価 277,913 283,463

売上総利益 76,148 74,942

販売費及び一般管理費 ※1  71,308 ※1  71,066

営業利益 4,839 3,875

営業外収益   

受取利息 88 90

受取配当金 292 240

負ののれん償却額 14 5

持分法による投資利益 803 660

受取賃貸料 － 405

その他 820 420

営業外収益合計 2,020 1,822

営業外費用   

支払利息 464 434

不動産賃貸費用 197 177

その他 188 107

営業外費用合計 850 719

経常利益 6,008 4,978

特別利益   

固定資産売却益 89 3,581

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 10 702

特別利益合計 101 4,284

特別損失   

固定資産売却損 72 270

固定資産除却損 130 241

貸倒引当金繰入額 161 －

事業整理損 － ※2  732

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 535

その他 60 40

特別損失合計 424 1,821

税金等調整前四半期純利益 5,685 7,441

法人税等 1,521 1,289

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,151

少数株主利益 89 78

四半期純利益 4,074 6,073

2011/02/15 19:11:4710704191_第３四半期報告書_20110215191140

- 19 -



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 131,195 136,153

売上原価 99,667 105,147

売上総利益 31,527 31,006

販売費及び一般管理費 ※1  26,447 ※1  26,686

営業利益 5,080 4,319

営業外収益   

受取利息 27 27

受取配当金 75 76

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 537 747

その他 259 223

営業外収益合計 901 1,076

営業外費用   

支払利息 150 137

為替差損 － 89

不動産賃貸費用 66 －

その他 39 73

営業外費用合計 256 300

経常利益 5,725 5,095

特別利益   

固定資産売却益 2 －

投資有価証券売却益 － 184

その他 0 0

特別利益合計 3 185

特別損失   

固定資産売却損 0 48

固定資産除却損 31 100

貸倒引当金繰入額 162 －

事業整理損 － ※2  732

その他 14 29

特別損失合計 209 911

税金等調整前四半期純利益 5,519 4,369

法人税等 631 637

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,731

少数株主利益 38 31

四半期純利益 4,849 3,700
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,685 7,441

減価償却費 4,830 4,618

長期前払費用償却額 55 52

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39 △135

貸倒引当金の増減額（△は減少） 397 180

受取利息及び受取配当金 △381 △330

支払利息 464 434

持分法による投資損益（△は益） △803 △660

投資有価証券評価損益（△は益） 58 12

固定資産売却損益（△は益） △16 △3,311

固定資産除却損 92 72

事業整理損失 － 478

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 535

売上債権の増減額（△は増加） △26,204 △31,201

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,126 1,583

仕入債務の増減額（△は減少） 9,317 8,149

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,050 △278

その他 4,123 3,171

小計 4,755 △9,186

利息及び配当金の受取額 696 569

利息の支払額 △534 △504

法人税等の支払額 △1,648 △1,760

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,269 △10,882

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △355 △120

定期預金の払戻による収入 195 120

有形固定資産の取得による支出 △3,316 △3,204

有形固定資産の売却による収入 202 5,960

無形固定資産の取得による支出 △222 △136

投資有価証券の取得による支出 △49 △40

投資有価証券の売却及び償還による収入 10 1,079

関係会社株式の取得による支出 △287 －

関係会社株式の売却による収入 － 69

貸付けによる支出 △724 △1,666

貸付金の回収による収入 1,320 802

その他 △60 △222

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,287 2,642
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △704 △5,115

長期借入れによる収入 400 5,250

長期借入金の返済による支出 △925 △8,760

社債の償還による支出 △20 △10

自己株式の取得による支出 △2 △1,350

配当金の支払額 △735 △735

少数株主への配当金の支払額 △9 △13

リース債務の返済による支出 △175 △280

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,173 △11,015

現金及び現金同等物に係る換算差額 150 △105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,040 △19,359

現金及び現金同等物の期首残高 25,704 39,990

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  23,663 ※  20,630
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更 

  ワールドキッチン㈱は当第３四半期連結会計期間において清算したた

め、連結の範囲から除外しております。 

  （２）変更後の連結子会社の数 

 31社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 （１）資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそ

れぞれ 百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は 百万円減少し

ております。 

25 560

  （２）在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 

  在外子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の直物

為替相場により円貨に換算しておりましたが、第１四半期連結会計期間

より期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変

更は、連結会計年度を通じて発生する収益及び費用の換算について、連

結会計年度の為替相場の変動を連結財務諸表に適正に反映させ、より実

態に即した企業状況を表示するために行ったものであります。 

  なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽

微であります。 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

 （四半期連結損益計算書） 

１．前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」につき

ましては、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することといたしま

した。 

  なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は 百万円であります。

２．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました特別利益の「貸倒引当金戻入額」につきましては、

明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当第３四半期連結累計期間では特別利益の「その他」に含めて表

示することといたしました。 

  なお、当第３四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は７百万円でありま

す。  

３．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました特別損失の「貸倒引当金繰入額」につきましては、

特別損失総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結累計期間では特別損失の「その他」に含めて表示す

ることといたしました。 

  なお、当第３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「貸倒引当金繰入額」は０百万円でありま

す。  

４．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

354
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当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

 （四半期連結損益計算書） 

１．前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」につきま

しては、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することといたしまし

た。 

  なお、前第３四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は９百万円であります。 

２．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました営業外費用の「不動産賃貸費用」につきましては、

営業外費用総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では営業外費用の「その他」に含めて表

示することといたしました。 

  なお、当第３四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「不動産賃貸費用」は 百万円でありま

す。 

３．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました特別利益の「固定資産売却益」につきましては、特

別利益総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では特別利益の「その他」に含めて表示する

ことといたしました。 

  なお、当第３四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は０百万円であります。

４．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

58

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年度末に算定

したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実

績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 

３．繰延税金資産の回収可能性の判断  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。  

117,031 ※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。 

119,667

 ２．偶発債務 

    連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 ２．偶発債務 

    連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

  

 （注）ITOHAM BETAGRO FOODS CO.,LTD.の（ ）内の金額

は連帯保証債務の総額であり、当社への再保証額が

含まれております。  

   ㈲環境ファーム 1,342百万円

  ㈱鹿児島農場 1,150  

  ㈲島根農場 650  

  INDIANA PACKERS CORP. 636  

  FIVE STAR BEEF LTD. 501  

  ITOHAM BETAGRO FOODS 
    CO.,LTD.  

230  (513)

    その他３件 280  

   計 4,791  
  

 （注）ITOHAM BETAGRO FOODS CO.,LTD.の（ ）内の金額

は連帯保証債務の総額であり、当社への再保証額が

含まれております。  

   ㈲環境ファーム 1,444百万円

  ㈱鹿児島農場 1,090  

  INDIANA PACKERS CORP. 861  

  FIVE STAR BEEF LTD. 545  

  ㈲島根農場 300  

  ITOHAM BETAGRO FOODS 
    CO.,LTD.  

245  (545)

    その他３件 330  

   計 4,817  

※３. 第３四半期連結会計期間末日満期手形 

   第３四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理をしてお

ります。なお、当第３四半期連結会計期間の末日

が、金融機関の休日であったため、次の第３四半期

連結会計期間末日満期手形が当第３四半期連結会計

期間末残高に含まれております。 

受取手形 百万円29

 ３．          ──────  
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

  給料及び手当 16,654百万円

  賞与引当金繰入額 758  

  発送配達費 14,993  

  貸倒引当金繰入額 258  

  給料及び手当 16,113百万円

  賞与引当金繰入額 982  

  発送配達費 15,431  

  貸倒引当金繰入額 220  

 ２．         ──────  ※２．事業整理損 

 豪州における肉牛肥育事業からの撤退に伴う損失で

あります。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  給料及び手当 5,624百万円

  賞与引当金繰入額 △965  

  発送配達費 5,557  

  

  給料及び手当 5,464百万円

  賞与引当金繰入額 △960  

  発送配達費 5,740  

  貸倒引当金繰入額 167  

 ２．         ──────  ※２．事業整理損 

 豪州における肉牛肥育事業からの撤退に伴う損失で

あります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在）

  

  現金及び預金勘定 百万円 23,054

    有価証券勘定  1,000

  預入期間が３か月を超える定期預金  △390

  現金及び現金同等物  23,663
  

  現金及び預金勘定 百万円 20,951

  預入期間が３か月を超える定期預金  △321

  現金及び現金同等物  20,630
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         247,482千株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          6,522千株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 ストック・オプションとしての新株予約権 

  新株予約権の四半期連結会計期間末残高   親会社  82百万円 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める食品事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、商品別の事業本部を置き、各事業本部が、取り扱う製品・サービスについて「生産」「販売」等

の各機能を統括するとともに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、ハム・

ソーセージ及び調理加工食品などの加工品の製造、販売を主たる事業領域とする「加工食品事業本部」と食

肉の生産、処理加工及び販売を主たる事業領域とする「食肉事業本部」の２つを報告セグメントとしており

ます。  

  

（株主資本等関係）

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  735  3 平成22年３月31日 平成22年６月25日  利益剰余金 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  
  

   （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣業及び保険代

理店業であります。 

２．セグメント利益の調整額△4,105百万円には、セグメント間取引消去△26百万円、棚卸資産の調整

額△62百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,976百万円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本部及び間接部門の一般管理費でありま

す。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣業及び保険代

理店業であります。 

２．セグメント利益の調整額△1,345百万円には、セグメント間取引消去７百万円、棚卸資産の調整額

△39百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,274百万円が含まれております。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本部及び間接部門の一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

       当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

加工食品 
事業本部 

食肉  
事業本部 

計

売上高               

外部顧客への売上高  190,583  167,298  357,881  524  358,406 －  358,406

セグメント間の内部
売上高又は振替高  2,651  58,327  60,978  1,840  62,819  △62,819 － 

計  193,234  225,625  418,860  2,365  421,225  △62,819  358,406

セグメント利益  6,157  1,657  7,814  166  7,980  △4,105  3,875

       当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

加工食品 
事業本部 

食肉  
事業本部 

計

売上高               

外部顧客への売上高  73,213  62,766  135,980  173  136,153 －  136,153

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,379  17,795  19,174  678  19,853  △19,853 － 

計  74,593  80,561  155,155  851  156,007  △19,853  136,153

セグメント利益  4,032  1,598  5,630  34  5,665  △1,345  4,319
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    当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

     前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。  

  

 当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

   前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

    当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

   該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

 当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

  

    当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

     前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

    該当事項はありません。  

  

１．１株当たり純資産額 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（資産除去債務関係）

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 504.52円 １株当たり純資産額 485.85円

  
当第３四半期連結会計期間末

（平成22年12月31日） 
前連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  122,298  119,855

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  729  667

（うち新株予約権）  (82)  (81)

（うち少数株主持分）  (647)  (586)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 

（百万円） 
 121,569  119,188

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株） 
 240,959  245,321
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２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 16.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
16.60円

１株当たり四半期純利益金額 24.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
24.83円

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  4,074  6,073

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  4,074  6,073

期中平均株式数（千株）  245,318  244,424

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  152  198

（うち新株予約権（千株））   (152)  (198)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

        －         － 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 19.77円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
19.75円

１株当たり四半期純利益金額 15.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
15.21円

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  4,849  3,700

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  4,849  3,700

期中平均株式数（千株）  245,323  243,064

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  195  224

（うち新株予約権（千株））   (195)  (224)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

        －         － 
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１．希望退職優遇制度の実施について 

 当社は、平成23年１月31日開催の取締役会において、希望退職優遇制度を実施することを決議いたしまし

た。 

（１）募集の理由 

 新たに策定いたしました中期経営計画において構造改革の具体的な施策として生産拠点の再編や拠点の統廃

合による職種や勤務地の変更などが想定されることに伴い、今後の進路の選択肢を提供することとあわせ、経

営基盤の強化と競争力向上のため、スリムな組織体制への転換を図り、より一層の体質強化を実現するべく本

制度を実施することといたしました。 

（２）希望退職優遇制度の概要 

対象者 ：勤続３年以上かつ満40歳以上満58歳以下の正社員 

募集人員：150名程度 

募集期間：平成23年４月１日～平成23年４月14日 

退職日 ：平成23年４月25日 

優遇措置：退職者に対しては、退職金に加え特別優遇加算金を支給するとともに、再就職支援を行います。

（３）業績に与える影響 

 今回の希望退職優遇制度の実施に伴い発生する特別優遇加算金等の費用につきましては、特別損失に計上す

る予定でありますが、現時点では応募者数及び特別優遇加算金等の総額は未確定であります。 

  

２．船橋工場の閉鎖について 

 当社は、平成23年１月31日開催の取締役会において、船橋工場の閉鎖を決議いたしました。 

（１）閉鎖の理由 

 新たに策定いたしました中期経営計画における構造改革の具体的な施策の１つとして船橋工場を閉鎖し、生

産を集約することによって効率化を図ることといたしました。 

（２）閉鎖の概要 

閉鎖の時期  ：平成23年７月末（予定） 

船橋工場の概要：所在地  千葉県船橋市高瀬町24-28 

操業開始 昭和59年３月 

業務内容 調理加工食品の製造 

従業員数 229名（平成22年12月現在） 

敷地面積 39,272㎡ 

（３）業績に与える影響 

 当該閉鎖による当連結会計年度の連結損益への影響につきましては、現在精査中であります。 

  

  

 前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月10日

伊藤ハム株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 渡沼 照夫  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 牧 美喜男  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 近藤 康仁  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている伊藤ハム株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、伊藤ハム株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月14日

伊藤ハム株式会社 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 近藤 康仁  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 牧 美喜男  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 高橋 和人  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている伊藤ハム株式会

社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成

22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、伊藤ハム株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

追記情報  

 １．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年１月31日開催の取締役会において、希望退職優遇制度を

  実施することを決議している。  

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年１月31日開催の取締役会において、船橋工場を閉鎖する

  ことを決議している。  

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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